
輸出貿易管理令別表第１の３の項（１）に掲げる化学物資の輸出に係る「最終用

途証明書」について（お知らせ）

平成９年４月２５日

貿 易 局

安全保障貿易管理課

改正 平成１２年６月２３日

改正 平成１２年１２月２８日

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約（以下「化学兵器

禁止条約」という。）の発効に伴う外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部改正（平成

９年政令第９４号）により、輸出貿易管理令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として

輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（

平成３年省令第４９号。以下「貨物等省令」という）第２条に定めるものであって、下記

１．に該当する貨物（以下「対象貨物」という。）の下記２．に該当する地域を仕向地（

以下「対象仕向地」という。）とする輸出については、平成１１年６月１８日から、輸出

許可の申請に際して、対象仕向地の輸入管理当局が証明する書類（以下「最終用途証明

書」という。）を提出していただくことになりますので、お知らせします。

記

１．対象貨物

貨物等省令第２条第１項第２号へからリまで又は第３号レからヤまでのいずれかに該

当する化学物質

２．対象仕向地

輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸

出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の（注３）に掲げる「はの②地域」及び「は

の③地域」以外の地域（イランを除く。）

３．輸入管理当局

最終用途証明書の記載内容を証する輸入管理当局は、原則として対象仕向地の「輸入

管理権限を有する政府当局」とします。ただし、当分の間は「外務省」でも可とします。

４．最終用途証明書の作成要領等

別紙様式例に掲げる事項につき、別添記載要領を参照のうえ、対象貨物に係る最終用

途等を詳細に記載し、需要者及び輸入管理当局の証明を得たもの２通（正本（ORIGINA

L）及び副本（DUPLICATE）を作成してください。）この場合、副本は輸入管理当局側の

控となります。

５．最終用途証明書の提出時期



最終用途証明書の正本を輸出許可申請時に申請書とともに提出してください。

６．提出先及び問合せ先

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課



（別添）END-USE CERTIFICATE（最終用途証明書）の記載要領

＜基本的注意事項＞

（１） 一契約ごとに作成してください。

（２） 各項目はできるだけ詳細に記載し、記載内容が多く、記載欄に記入しきれない場

合は裏面を活用してください。この場合、表面の記載事項との関係が明確に分かる

ようにしてください。

（３） 使用言語は英語を基本としますが、英語以外を使用する場合（特に化学物質の最終

用途）については、申請者において日本語に翻訳したものを添付してください。

（４） 記載事項を全て満たしていれば、様式は特に問いません。

１．「輸出者の（氏名又は名称）及び（住所又は所在地）」の欄

輸出者の氏名又は名称については、法人の場合は法人名称を、個人の場合は氏名を記

載してください。

住所又は所在地については、法人の場合は登記簿上の本店の所在地を、個人の場合は

住所を記載してください。

２．「輸入者の（氏名又は名称）及び（住所又は所在地）」の欄

輸入者の氏名又は名称については、法人の場合は法人名称を、個人の場合は氏名を記

載してください。

住所又は所在地については、現住所地又は住所を記載してください。

なお、輸入者が「買主」と「荷受人」に分かれる場合は、両者の氏名又は名称、住所

又は所在地について併記してください。

３．「需要者の（氏名又は名称）及び（住所又は所在地）」の欄

需要者の氏名又は名称については、法人の場合は法人名称を、個人の場合は氏名を記

載してください。この場合、需要者が確定していることが必要です。

４．「貨物の説明」の欄

（１）「化学物質名称」の欄

化学物質の名称を記載してください。別名を記載する場合は、対象貨物の名称を

併記してください。化学物質が複数ある場合は物質毎に列挙してください。

（２）「数量」の欄

対象貨物毎の重量を単位（kg等）と共に記載してください。

５．「化学物質の最終用途」の欄

対象貨物の最終用途を詳細に記載してください。

６．「最終用途の限定及び再輸出の禁止」の欄

需要者に、対象貨物を化学兵器禁止条約によって禁止されていない目的のためにのみ

使用すること及び他のいかなる地域にも再輸出しないことの保証（需要者の肩書及び日

付の記入並びに署名等）を得てください。

７．「政府の証明」の欄

輸入管理当局に、最終用途証明書の記載事項について事実に相違ないことの保証（輸

入管理当局（又は外務省）の名称、担当者肩書及び日付の記入並びに署名等）を得てく



ださい。



（別紙）様式例 ＥＮＤ－ＵＳＥ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ
（最終用途証明書）

（輸出者）Exporter

（氏名又は名称） （住所又は所在地）Name Address

（輸入者）Importer

（氏名又は名称） （住所又は所在地）Name Address

（需要者）End-User

（氏名又は名称） （住所又は所在地）Name Address

（貨物の説明）Description of goods

（化学物質名称） （ ）（数量）Chemical name Quantity kg,etc.

（化学物質の最終用途）End-use of the chemical(s)

We certify to the attention of the Government of Japan Ministry of International
Trade and Industry.
（我々は日本国通商産業省に対して以下のことを証明する。）
-that the chemical(s) will only be used for purposes not prohibited under the
Chemical Weapons Convention(CWC).
（化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約（ＣＷＣ）によって
禁止されていない目的のためにのみ使用する。）
-that the chemical(s) will not be retransferred to any other countries.
（他のいかなる地域にも再輸出しない。）

Place and date( ): Firm stamp and signature of end-user( ):肩書 日 付 需 要 者 の 署 名 等､

／ ／

Certification by the Authority concerned of the Recipient State( )政府の証明

（輸入管理当局）Competent authority of country of import
（名称）Name:

undertake the truthfulness of the above end-use certificate.
（上述の最終用途証明が真実であることを保証する。）

（肩書、日付）： （署名等）：Place and date Official stamp and signature

／ ／


